
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 子どもの貧困とひとり親家庭対策の推進及び児童虐待防止対策・社会的養護の充実・

強化について、「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」に基づき、その取組を

着実に実施する。 

（１）子どもの貧困対策とひとり親家庭対策の推進   １，９７９億円（１，８９３億円） 

①ひとり親家庭への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化【一部新規】 

ひとり親家庭の自立を支援するため、相談窓口のワンストップ化の推進、子ども

の学習支援、親の資格取得支援、養育費確保支援など、ひとり親家庭の支援策の強

化を図る。また、放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭の子どもの生活習

慣の習得・学習支援や食事の提供等を行うことが可能な居場所づくりも実施する。 

さらに、「ハローワークのひとり親全力サポートキャンペーン」として、マザー

ズハローワークへのひとり親支援専門の就職支援ナビゲーター等の配置や、ひとり

親支援を行う NPO法人との連携による取組を強化する。 

また、母子家庭の母等について、試行雇用から長期雇用につなげる道を広げるた

め、トライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金の併用を可能とする。 

 
②自立を促進するための経済的支援 

ひとり親家庭の自立を促進するため、子どもの修学等に必要な資金など母子父子

寡婦福祉資金の貸付による支援を行う。 

また、児童扶養手当の第２子加算額を５千円から１万円へ、第３子以降加算額を

３千円から６千円へそれぞれ倍増する。 

※収入に応じて支給額を逓減し、低所得者に重点を置いて改善（第１子分と同じ取扱い） 

※平成２９年４月から、多子加算額に物価スライドを導入（第１子分と同じ取扱い） 

 

③女性の活躍推進のための積極的取組の推進（後掲・５９ページ参照） 

 

 

第２ 子どもを産み育てやすい環境づくり 

    ～人口減少社会への対応～ 

子どもの貧困とひとり親家庭対策の推進及び児童虐待防止対策・社会的養護の充実・強

化、「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育所等の受入児童数の拡大、母子保健医療対

策の強化などにより、子どもを産み育てやすい環境を整備する。 

１ すべての子どもが健やかに育つための総合的な対策の推進   

３，４５４億円（３，２４３億円） 
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④子どもの学習支援事業の充実・強化【一部新規】                                                  

生活困窮世帯の子どもを支援するため、学習支援事業について高校中退防止等及

び家庭訪問の取組を強化する。 

 

⑤多子世帯・ひとり親世帯等への保育料軽減の強化（幼児教育の段階的無償化等）【新規】

（後掲・５８ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童虐待防止対策の強化、社会的養護の推進  １，２９５億円（１，１９８億円） 

①児童虐待防止対策の強化【一部新規】 

  ・ 児童相談所の体制の強化及び専門性の向上を図り、相談機能を強化するとともに市

町村の体制強化を図る。特に、児童相談所における弁護士等の活用の促進や、児童相

談所及び市町村における子どもの安全確保等に係る体制の強化を行う。 
・ 一時保護所等における個々の児童の状況に応じた適切なケアを行うための体制の強

化及び環境の改善を図る。 
 

②子育て世代包括支援センターの全国展開（一部社会保障の充実）（後掲・５８ページ参照） 

 

③家庭的養護の推進【一部新規】（一部社会保障の充実） 

（参考）【平成 27年度補正予算案】 
○ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付                     ８５億円 

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を

目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金・就職準備金を貸し付け、これらの者の

修学を容易にすることにより、資格取得を促進し自立の促進を図る（貸付については、

一定の条件を満たした場合に返還免除）。 

 

○ ひとり親家庭の相談窓口等の充実に必要な備品購入等                 ７．７億円 

ひとり親家庭に対し、行政の支援が確実につながるよう、相談窓口の周知や集中相

談体制の整備を行うため、必要な備品の購入費用等の補助を行う。 

また、ひとり親家庭の子どもに対し、学習支援や食事の提供等を行う場所を開設す

るため、必要な備品の購入費用等の補助を行う。 

 

○ 生活困窮世帯の子どもに対する教育支援資金（生活福祉資金）の拡充        ２５億円 

生活困窮者世帯の子どもが経済的理由により学習意欲や向上心を失うことがない

よう、現行の教育支援資金（生活福祉資金）の貸付上限額の引上げなどの拡充を図る。 
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虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもを、より家庭的な環境で育てる

ことができるよう、里親・ファミリーホームへの委託を進めるとともに、既存の建物の

賃借料や施設整備費に対する助成を引き続き実施し、児童養護施設等におけるケア単位

の小規模化・地域分散化等、家庭的養護の推進を図る。 

また、里親・ファミリーホームへの委託について、児童家庭支援センター等の里親支

援機関を活用した支援体制の構築を図る。 

 

④被虐待児童などへの支援の充実 

 平成 27 年度補正予算案に計上した児童養護施設退所者等に対する自立支援資金

貸付制度の創設と併せ、退所児童等アフターケア事業の拡充を図ることにより、児

童養護施設退所者等の自立支援を推進する。 

また、心理的な課題を抱える被虐待児童を適切に支援するため、情緒障害児短期

治療施設の設置を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）安全・安心に妊娠・出産・子育てのできる環境の整備（一部社会保障の充実） 

（参考）【平成 27年度補正予算案】 
○ 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付                   ６７億円 

児童養護施設等を退所し、就職や進学する者等の安定した生活基盤を築き、円滑な

自立を実現するため、家賃相当額の貸付及び生活費の貸付を行う。また、児童養護施

設等の入所中の子ども等を対象に、就職に必要な各種資格を取得するための経費につ

いて貸付を行う（これらの貸付については、一定の条件を満たした場合に返還免除）。 

 

○ 一時保護された子どもの処遇向上のための環境整備                    １２億円 

一時保護された子どもの処遇向上を図るため、一時保護所及び一時保護委託先とな

る児童養護施設等の環境改善等を図る。 

 

○ 児童養護施設等における小規模化等のための整備                     １０億円 

子どもをより家庭的な環境で育てることができるよう、児童養護施設等の小規模化

や、施設機能の分散化等を進めるとともに、入所中の子どもの退所に向けた準備をす

るために、小規模グループケアで一定期間、自立支援のための訓練を行う場所を整備

する。 

 

○ 児童養護施設等における学習環境改善                              ２億円 

就職や大学等進学に向けた学習環境を整えるため、児童養護施設等に入所中の子ど

も等が利用できるパソコンを設置する。 
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  １８１億円（１４８億円） 

①不妊治療への助成拡大（後掲・５８ページ参照） 

 

②子育て世代包括支援センターの全国展開（一部社会保障の充実）（後掲・５８ページ参

照） 

 

（４）配偶者からの暴力（DV）防止など婦人保護事業の推進（一部再掲） 

                                    ９６億円（６９億円） 

配偶者からの暴力（DV）被害者等に対して、婦人相談所等で行う相談、保護、自立

支援等の取組を推進する。 

 

 

 

 

 

（１）待機児童解消等の推進に向けた取組【一部新規】     ９６５億円（８９２億円） 

女性の就業率上昇が更に進むことを念頭に、待機児童解消を確実なものとするため、

平成 29 年度末までの保育拡大量を 40 万人から 50 万人に拡大し、新たに小規模保育

事業所の整備に要する費用の一部を補助する事業を創設するとともに、「待機児童解

消加速化プラン」に基づく保育所の整備などによる受入児童数の拡大を図る。 

保育士確保のための保育士資格取得支援や再就職支援等のほか、保育補助者の雇上

げの更なる支援、若手保育士の離職防止のための巡回支援、人材交流等によるキャリ

アアップ体制の整備、学生の実習支援など、保育人材確保対策を強力に推進する。 

２ 待機児童解消等の推進などに向けた取組   ９９２億円（９１８億円） 

 

 

（参考）【平成 27年度補正予算案】 
○ 待機児童解消を確実なものとするための保育所の整備等（「待機児童解消加速化プラ

ン」の前倒し）                                                     ５０１億円 

待機児童解消を確実なものとするため、平成 29年度末までの保育拡大量を 40万人

から 50万人に拡大し、新たに小規模保育事業所の整備に要する費用の一部を補助する

事業を創設するとともに、「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育所等の整備など

の前倒しを図るための補助を行う（安心こども基金を積み増して実施）。 
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（２）事業所内保育など企業主導の保育所の整備・運営等の推進 

                                     内閣府予算８３５億円 

待機児童解消加速化プランに基づき、新たに事業所内保育等の企業主導型の多様な保

育サービスの拡大を支援する仕組みを創設する。 
 

    事業主拠出金の拠出金率の上限を０．２５％に引上げ（現行＋０．１％）、法定する。拠出

金率の引上げは段階的に実施することとし、平成 28 年度は０．２０％（＋０．０５％）とする。 
 

①企業主導型保育事業（運営費、整備費）【新規】    運営費３０８億円、整備費４８８億円 

   ・ 設置・運営に市区町村の関与を必要とせず、複数企業による共同利用を可能と

するなど柔軟な実施を可能とした事業所内保育の設置を促進し、企業主導型の多

様な保育サービスの拡大を支援する。 

 既存の事業所内保育の空き定員を活用した保育サービスも対象 

 整備費、改修費、賃借料も支援 

 週２日程度就労などの多様な就労形態に対応した保育サービスも対象 

 地域の保育所等に入所するまでの間など必要とする期間に応じた受け入れ

も対象 

 延長・夜間・休日等の多様な保育を必要に応じて実施 

 地域枠の設定は自由                  など 

・ 企業主導型保育事業による保育の受け皿拡大は、約５万人分を上限とする。 

②企業主導型ベビーシッター利用者支援事業【新規】                   ３．８億円 

残業や夜勤等の多様な働き方をしている労働者等が、低廉な価格(補助額：2,200

円、双子の場合は加算（補助額：9,000円）)でベビーシッター派遣サービスを利用

できるよう支援する。 

 

③子育て世帯のニーズが高い病児保育事業の普及【一部新規】            ２７億円 

   ・ 病児保育事業を実施するために必要となる施設・設備整備に係る費用を支援す

（参考）【平成 27年度補正予算案】 
○ 保育人材確保のための取組の推進                        ７１４億円 

保育士の業務負担軽減のための保育補助者の雇上費についての貸付や、事務の省力

化のための保育所の ICT化を支援することにより、勤務環境の改善を図るとともに、

資格取得のための修学資金貸付の強化や潜在保育士の再就職時の就職準備金等につい

て貸付を行う（貸付については、一定の条件を満たした場合に返還免除）。 

また、保育士の人件費について、国家公務員の給与改定に準じた内容を公定価格に

反映することにより、保育士等の待遇改善を図る（内閣府予算に計上）。 
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る。 

   ・ 病児保育の拠点となる施設に看護師等を配置し、保育所等において保育中に体

調が悪くなった体調不良児を送迎し、病児を保育するために必要となる看護師雇

上費等を支援する。 

 

（３）子ども・子育て支援新制度の実施（一部社会保障の充実）（一部再掲）           

内閣府予算２兆１，７９０億円（２兆１，３８１億円） 

  ①教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実（一部社会保障の充実） 

すべての子ども・子育て家庭を対象に、市町村が実施主体となり、教育・保育、地

域の子ども・子育て支援の量及び質の充実を図る。 

 

ア 子どものための教育・保育給付 

・施設型給付、委託費（認定こども園、幼稚園、保育所に係る運営費） 

・地域型保育給付（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育に

係る運営費） 

 
※  平成 28 年度予算案における充実の内容 

・賃借料加算の充実 

保育の受け皿拡大を推進するため、現行の公定価格における賃借料加算を実勢に対応した

水準に見直す。 

・保育士等の待遇改善 

平成 27 年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた保育士等の待遇改善

（保育士平均＋１．９％）を平成 28年度の公定価格にも反映する。 
 

イ 地域子ども・子育て支援事業 

市町村が地域の実情に応じて実施する事業を支援。 

・利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠

点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業（ファミリー・

サポート・センター事業） 等 

※ 子ども・子育て支援新制度の施行（平成 27 年４月）に伴い、子どものための教育・保育給 

付、地域子ども・子育て支援事業に位置づけられる事業に係る経費については、内閣府予算 

に計上。 

 

②児童手当 

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当の支給を行う。 

 

（４）放課後児童対策の充実（一部社会保障の充実）（再掲） 

内閣府予算５７５億円（５７５億円） 

小学校入学後の児童の総合的な放課後対策を講ずるため、「放課後子ども総合プラン」
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に基づき、保育の利用者が就学後も引き続き放課後児童クラブを利用できるよう、計画

的な整備等を図る。 

 

（５）多子世帯・ひとり親世帯等への保育料軽減の強化（幼児教育の段階的無償化

等）【新規】（再掲）                          内閣府予算１０９億円 

年収 360 万円未満の世帯について、多子計算に係る年齢制限を撤廃し、多子世帯にお

ける第２子の保育料を半額、第３子以降の保育料を無償化する。 

さらに、年収 360 万円未満のひとり親世帯等については、第１子の保育料を半額、第

２子の保育料を無償化する。 

※子どものための教育・保育給付の内数として内閣府予算に計上 

 

 

 

 

（１）地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化（一部社会保障の充実） 

     １８５億円（１５１億円） 

①不妊治療への助成拡大                                   １５８億円 

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治

療に要する費用について、初回の助成額の増額と男性不妊治療の助成を拡大する。 

 

 

 

 

 
②子育て世代包括支援センターの全国展開（一部社会保障の充実）         ２４億円 

内閣府予算９８２億円の内数 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、切れ目なくワンストッ

プで総合的相談支援を提供する子育て世代包括支援センターの全国展開に向け、箇所

数を増加するとともに、地域の実情に応じて、産前・産後サポート事業、産後ケア事

業を実施する。 

※「子育て世代包括支援センター」のうち利用者支援事業（子ども及びその保護者等の身近

な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を

行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業）については、内閣府予算に計上。 

 

 

 

 

 

４ 仕事と家庭の両立支援策の推進（後掲・５９ページ参照）        

                            １２１億円（８４億円） 

３ 母子保健医療対策の強化          ２２４億円（１９０億円） 

                          

（参考）【平成 27年度補正予算案】 
○ 不妊治療への助成拡大                                       ７．１億円 

初回の助成額の増額と男性不妊への治療を伴う場合の助成額の増額を実施する。 

－58－


